
（別添１）
租 税 特 別 措 置 法 適 用 証 明 申 請 書マンション再生事業用

（租税特別措置法第31条の２第２項第10号及び第62条の３第４項第10号〔軽減税率〕関係）

　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（事業の施行者）
所在地又は住所
名称又は氏名

下記再生後マンションの住戸の規模がマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則（平成14年国土交通省令第116号。以下「施行規則」という。）第15条第１項第１号又は同条第２項で定める基準のいずれかに該当するものであり、同項で定める基準に該当する場合にあっては、平成26年国土交通省告示第1183号（以下「告示」という。）に定める基準に適合することにつき、租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号）第13条の３第１項第10号イ又は第21条の19第２項第10号イの規定による証明を受けることを申請します。

記

１.　再生後マンションの所在地及び名称

２.　当該再生後マンションについて、
１）住戸の規模が施行規則第15条第１項第１号に掲げる基準に適合するものであること。
２）施行規則第15条第２項の適用を受けるものであり、かつ、住戸の規模及び構造が告示第１項第２号に掲げる基準に適合するものであること。


…………………………………………………………………………………………………………
番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。
都道府県知事
　氏　名　　　　　印


注　１）都道府県知事の部分は、マンション再生事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。
　　２）２.は１）又は２）を○で囲むこと。
３）本証明申請書を提出するに際しては、再生後マンションが２.に該当することを示す書面等を添付すること。

（別添２）
租 税 特 別 措 置 法 適 用 証 明 申 請 書マンション再生事業用

（租税特別措置法第31条の２第２項第10号及び第62条の３第４項第10号〔軽減税率、隣接施行敷地権〕関係）

　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（事業の施行者）
所在地又は住所
名称又は氏名

下記建替前マンション又は滅失したマンションで再建敷地の上に存していたもの（以下「滅失マンション」という。）が租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号）第20条の２第８項又は第38条の４第18項に規定する建築物に該当すること、下記再生後マンションの延べ面積が当該建替前マンション又は当該滅失マンションの延べ面積以上であること、当該再生後マンションの住戸の規模がマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則（平成14年国土交通省令第116号。以下「施行規則」という。）第15条第１項第１号又は第２項で定める基準のいずれかに該当すること、同項で定める基準に該当する場合にあっては、平成26年国土交通省告示第1183号（以下「告示」という。）に定める基準に適合することにつき、租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号）第13条の３第１項第10号ロ又は第21条の19第２項第10号ロの規定による証明を受けることを申請します。
記


１.　建替前マンション又は滅失マンション及び再生後マンションの所在地及び名称（滅失マンションは所在地のみ）

２.　当該建替前マンション又は滅失マンションについて、建築基準法（昭和25年法律第201号）第３条第２項（同法第86条の９第１項において準用する場合を含む。）の規定により同法第３章（第３節及び第５節を除く。）の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物であること。

３.　上記２.において当該建替前マンション又は滅失マンションが、建築基準法第86条の９第１項において準用する同法第３条第２項の規定により同法の規定（同法第３章（第３節及び第５節を除く。）の規定に限る。）又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないこととなる場合にあっては、同法第86条の９第１項各号に掲げる事業の名称及び当該事業の施行等により当該建替前マンション又は滅失マンションの敷地面積が減少することとなった時期

４.　延べ面積
	再生後マンションの延べ面積
	㎡

	建替前マンション又は滅失マンションの延べ面積
	㎡


５．　当該再生後マンションについて、
１）住戸の規模が施行規則第15条第１項第１号に定める基準に適合するものであること。
２）施行規則第15条第２項の適用を受けるものであり、かつ、住戸の規模及び構造が告示第１項第２号に定める基準に適合するものであること。

…………………………………………………………………………………………………………

番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。

都道府県知事
　氏　名　　　　　印



注  １）都道府県知事の部分は、マンション再生事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。
２）５.は１）又は２）を○で囲むこと。
３）本証明申請書を都道府県知事（市の区域内で行われる場合にあっては市長）宛てに提出するに際しては、建替前マンション又は滅失マンションが２.に該当すること及び再生後マンションが５.に該当することを示す書面等を添付すること。
４）建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条の９第１項に掲げる事業の施行等により建替前マンション又は滅失マンションの敷地面積が減少することとなった時期とは、用地補償契約書における明渡期限をいう。


（別添３）
租 税 特 別 措 置 法 適 用 証 明 申 請 書マンション等売却事業用

（租税特別措置法第31条の２第２項第11号及び第62条の３第４項第11号〔軽減税率、マンション〕関係）

　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（マンション等売却組合）
所在地
名称

売却等マンションを除却した後の土地又は売却敷地において新たに建築されるマンション（以下「売却再建マンション」という。）の住戸の基準が平成26年国土交通省告示第1183号（以下「告示」という。）に定める基準に適合することにつき、租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号）第13条の３第１項第11号又は第21条の19第２項第11号の規定による証明を受けることを申請します。

記

１.　売却再建マンションの所在地及び名称

２.　 マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）第107条に規定する認定除却等計画又はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則（平成14年国土交通省令第116号。以下「施行規則」という。）第58条第１項第６号若しくは第７号若しくは同条第２項第６号若しくは第７号に規定する計画（以下「認定除却等計画等」という。）に売却再建マンション（住戸が告示第２項又は第３項に規定する基準に適合するもの）に関する事項の記載があること。

３．　２．の売却再建マンションが建築されること。

…………………………………………………………………………………………………………
番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。
都道府県知事
　氏　名　　　　　印


注　１）都道府県知事の部分は、マンション等売却事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。
２）本証明申請書を提出するに際しては、認定除却等計画等及び２．の売却再建マンションが建築されることを示す書面等を添付すること。

（別添４）
租 税 特 別 措 置 法 適 用 証 明 申 請 書マンション等売却事業用

（租税特別措置法第31条の２第２項第11号及び第62条の３第４項第11号
〔軽減税率、公共の用に供する施設等〕関係）

　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（マンション等売却組合）
所在地
名称

[bookmark: _Hlk221194321]売却等マンションを除却した後の土地又は売却敷地において新たに整備される施設が租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号）第13条の３第６項第２号若しくは第３号又は第21条の19第７項第２号若しくは第３号に定める施設に該当することにつき、同規則第13条の３第１項第11号又は第21条の19第２項第11号の規定による証明を受けることを申請します。

記

１.　売却等マンションを除却した後の土地又は売却敷地に整備される施設の所在地及び名称

２.　 マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）第107条に規定する認定除却等計画又はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則（平成14年国土交通省令第116号）第58条第１項第７号若しくは第２項第７号に規定する計画（以下「認定除却等計画等」という。）に租税特別措置法施行規則第13条の３第６項第２号若しくは第３号又は第21条の19第７項第２号若しくは第３号に定める施設に関する事項の記載があること。

３．　２．の施設が整備されること。
…………………………………………………………………………………………………………
番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。
都道府県知事
　氏　名　　　　　印

注　１）都道府県知事の部分は、マンション等売却事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。
２）証明申請書を提出するに際しては、認定除却等計画等及び２．の施設が整備されることを示す書面等を添付すること。
３）新たに整備される施設が設置に当たり許認可等を要するものの場合は、施設計画が現時点において設置の許認可等要件を満たしていることが都道府県又は市町村の担当部局により証明されている書面等を添付すること。

（別添５）マンション等売却事業用

租 税 特 別 措 置 法 適 用 証 明 申 請 書
（租税特別措置法第34条の２第２項第22号の２及び第65条の４第１項第22号の２〔1,500万円控除〕関係）

　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（マンション等売却組合）
所在地
名称

[bookmark: _Hlk221194710]売却等マンションが通行障害既存耐震不適格建築物であること、及び当該売却等マンションを除却した後の土地において新たにマンションが建築されることにつき、租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号）第17条の２第１項第26号又は第22条の５第１項第26号の規定による証明を受けることを申請します。

記

１.　売却等マンションの所在地及び名称

２.　売却等マンションが通行障害既存耐震不適格建築物であること。

３.　マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）第107条に規定する認定除却等計画又はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則（平成14年国土交通省令第116号）第58条第１項第７号若しくは第２項第７号に規定する計画（以下「認定除却等計画等」という。）に、売却等マンションを除却した後の土地において新たに建築されるマンション（以下「売却再建マンション」という。）に関する事項の記載があること。

４.　売却等マンションを除却した後の土地において売却再建マンションが建築されること。
…………………………………………………………………………………………………………
番号
　年　月　日
上記のとおり相違ないことを証明します。
都道府県知事
　氏　名　　　　　印

注　１）都道府県知事の部分は、マンション等売却事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。
２）証明申請書を提出するに際しては、売却等マンションが通行障害既存耐震不適格建築物に該当することを示す書面、認定除却等計画等及び売却等マンションを除却した後の土地において売却再建マンションが建築されることを示す書面等を添付すること。
2

